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2010年 6月 30日役員会承認 

 

商標使用に関する細則 

(商標の使用申請) 

1 ｢室内環境学会標準法準拠｣の商標を使用しようとする会員は、標準法に準拠

していることを示す申請資料を、商標管理委員会に提出しなければならない。 

2 商標管理委員会は申請資料の審査、および必要な現地調査を行い、商標使用

の可否を決定する。商標使用を許可された会員は、商標会員となる。 

3 商標使用を申請した会員は、可否決定にかかわる審査に伴う必要経費を負担

しなければならない。 

(商標会員の義務) 

4 商標会員は｢室内環境学会標準法準拠｣の商標を用いた表示に関して、検査結

果を含むすべての責任を負う。 

5 室内環境学会は検査結果に対する責任は負わない。 

6 商標会員は、商標の維持・管理および室内環境学会標準法の普及活動に必要

な費用を会費として負担する。 

7 商標会員は、商標管理委員会と商標使用に関する契約案を作成し、室内環境

学会との間で契約を締結する。 
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商標会員

標準法運用全体図

室内環境学会
(会長、役員会）

標準化委員会商標管理委員会（WG)

標準化認定申請
(研究者、実務者）

①

②③

④

室内環境学会組織

商標会員
（非営利法人など）

検査実施組織
(企業など）

検査実施組織
(企業など）

検査実施組織
(企業など）

⑤

室内環境学会会員

  
 

 

 

 

①標準化委員会の役割
標準化委員会に標準法の認定申請（会員）

担当委員選定（標準化委員長）

申請書の査読：（担当委員）
判定意見①無修正・微修正で採択、②修正後再査読、③不採用

査読結果の妥当性審議（標準化委員会）
判定結果 ①標準法候補として認定、②修正後再査読、③不採用

パブリックコメントの募集（標準化委員会） 申請者に結果を通知（標準化委員会）

標準法の認定（認定委員会）
標準法番号の付与、役員会報告

標準法の告知（学会HP、学会誌）
（標準化委員会）

① ②、③
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②標準化委員会から役員会への報告

パブリックコメントにかける標準法候補の報告

認定した標準法の報告

標準法の判定に関する異議の審議結果の報告

 

③商標管理委員会の役割
(登録商標：室内環境学会標準法準拠）

会員(非営利組織などを想定）から商標使用の申請
標準法に準拠していることを示す資料の提出

商標使用の妥当性審議、必要であれば現地調査
および役員会へ報告(商標管理委員会）

商標使用の妥当性判定(商標管理委員会）
判定結果 ①商標使用許可、②商標使用不許可

商標使用契約の締結（商標管理委員会） 結果を申請者に通知（商標管理委員会）

商標管理委員会へ商標利用状況の報告
商標の維持・管理･普及費用の分担

（商標会員）

① ②
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④商標会員の役割
標準法に準拠した検査の実施組織の募集･組織化

検査実施組織と商標使用契約の締結

検査が標準法に準拠していることの確認・評価(随時）

ラベル等で商標を使用することの許可

検査実施組織から商標会員へ商標使用料の支払い

⑤検査実施組織の役割
標準法に準拠した検査の実施希望を商標会員に通告

商標会員から標準法に準拠した検査の実施施設、体制の評価を受ける

評価に合格した場合、商標会員と商標使用契約を締結

検査を実施し、検査結果、カタログ等に商標を添付

商標使用料を商標会員に支払い

 


